
● 用語解説 

※1 仮換地指定 

仮換地指定とは区画整理事業に伴い、現在の土地に換わる新たな土地（仮換地）の指定

を受けることです。工事等が完了し、使用可能となり次第、仮換地を使用することができ

るようになります。また、現在の土地と同じ場所に換地される場合（現位置換地）におい

ても、仮換地指定通知書は発送されます。従って、仮換地指定通知書が到達したからとい

って必ずしも移転がともなうとは限りません。到達した仮換地指定通知書を見ても位置が

分からない等、不明な点があれば当事務所までご連絡ください。 

※2 使用収益停止 

使用収益停止とはその土地を使用することができなくなることを意味しますが、仮換地

の指定先が使用できるようになるまでは現在の土地を使用して頂いて結構です。その他、

不明な点がありましたら当事務所までご連絡ください。 

● 事務所までの案内図 
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● お問合せ先 

さいたま都市計画事業 

東浦和第二土地区画整理事業 

 

みんなでまちづくり 
 

第１６号 ２００８年６月発行（平成２０年度） 

さいたま市 都市局 まちづくり推進部 東浦和まちづくり事務所 

 

～主な内容～ 

・ 平成２０年度 事務所組織図 

・ 平成１９年度 事業報告 

・ 平成２０年度 事業概要 

 

都市局 まちづくり推進部 東浦和まちづくり事務所 

〒３３６－０９２６ 

さいたま市緑区東浦和８丁目１９番地１ 

TEL ０４８－８７３－４２０１・００５３ 



● ご挨拶 

立夏の候、暑気にわかに加わり、皆々様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げま

す。日頃よりさいたま都市計画事業東浦和第二土地区画整理事業につきましては、ご協力

を賜り厚くお礼申し上げます。今回で第１６号となりました「みんなでまちづくり」にて、

当事業の昨年度の事業報告とともに、今年度の事業概要をお知らせさせて頂きます。今後

とも皆様のご理解・ご協力の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 
 

● 平成２０年度 事務所組織図 

 

● 平成１９年度 事業報告 

平成１８年度に引き続き仮換地指定を行い、地区の約２５％を指定しました。これで地

区全体の約６６％が仮換地指定済となりました。 

 

 

 

 

 

 

● 平成２０年度 事業概要 

仮換地指定については、今年度も地区の約１５％を目途に指定を行っていく予定です。

来年度には、地区全体の指定を目指していきます。 

工事については、盛土造成や側溝の新設などを予定しています。エリアについてはそれ

ぞれ下図のとおりです。 

建物移転については、ライフラインの整備が終わった箇所より順次行っていく予定です。 

その他の工程等に関しては当事務所までご連絡ください。 

 

 

側溝新設工事          （仮称）第3調整池築造工事 

 

 

 
      雨水管布設工事            盛土造成工事 

所長 高橋 昇 

副参事 加藤 憲一 

 ４月に人事異動がありましたので紹介させて頂きます。佐藤、岩崎、吉田、西川の４人が事務所を離任し、

新しく反町 、髙橋 、森が着任しました。 

管理係（TEL 873-4201） 

係長  亀田 孝雄 

主査  戸成 賢二 

主査  片海 勝代 

主任  森  裕治 

・ 東浦和第一事業の清算業務 

・ 予算・決算の管理業務 

・ 法第 76 条（建築行為等）の協議 

・ 仮換地の指定に関する業務 

・ 各種証明書発行業務 

区画整理係 (TEL 873-0053) 

係長  反町  央 

主査  髙橋 宏次 

主査  前島 哲幸 

技師  清宮 章仁 

・ 物件の移転補償に関する業務 

・ 工事の設計、監督及び検査に関する

業務 

 


